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第１部
５　子ども・子育てを
めぐる動き
５．子ども・子育て支
援法等の一部改正

令和６年６月に子ども・子育て支援法等の一部
を改正する法律が成立し、ライフステージを通
じた子育てに係る経済的支援の強化、全てのこ
ども・子育て世帯を対象とする支援の拡充、共
働き・共育ての推進に資する施策の実施に必
要な措置を講じるとともに、こども・子育て政策
の全体像と費用負担の見える化を進めるため
の子ども・子育て支援特別会計を創設し、こど
も・子育て世帯への支援に充てるための子ど
も・子育て支援金制度を創設することとなりまし
た。

令和６年６月に子ども・子育て支援法等の一部
を改正する法律が成立し、ライフステージを通
じた子育てに係る経済的支援の強化、全ての
子ども・子育て世帯を対象とする支援の拡充、
共働き・共育ての推進に資する施策の実施に
必要な措置を講じるとともに、子ども・子育て政
策の全体像と費用負担の見える化を進めるた
めの子ども・子育て支援特別会計を創設し、子
ども・子育て世帯への支援に充てるための子ど
も・子育て支援金制度を創設することとなりまし
た。

「第三期小樽市子ども・子育て支援事業計画（案）」の修正に係る
新旧対照表

当初案（旧） 修正案（新）

●該当箇所抜粋
第４部　事業計画
１　教育・保育提供区域の設定
２　教育・保育の需要量の見込みと確保方策
（提供体制）
３　地域子ども・子育て支援事業の需要量の見
込みと確保方策　（提供体制）
４　子ども・子育て支援給付に係る教育・保育の
一体的提供及び　当該当該教育・保育の推進
に関する体制の確保
　　　　　　　　　　以下、　（略）

●該当箇所抜粋
第４部　事業計画
１　教育・保育提供区域の設定
２　教育・保育の需要量の見込みと確保方策
（提供体制）
３　地域子ども・子育て支援事業の需要量の見
込みと確保方策　（提供体制）
４　子ども・子育て支援給付に係る教育・保育の
一体的提供及び　当該　　教育・保育の推進に
関する体制の確保
　　　　　　　　以下、　（略）

国は、令和５年12月に、こども基本法に基づき、
こども政策を総合的に推進するため、政府全体
のこども施策の基本的な方針や重要事項等を
一元的に定める「こども大綱」を閣議決定しまし
た。こども大綱は、少子化社会対策大綱、子ど
も・若者育成支援推進大綱、子どもの貧困に関
する大綱が一元化されており、こども家庭庁の
リーダーシップの下、「こども大綱」に基づき、政
府全体でこども施策を推進していくこととなって
います。

国は、令和５年12月に、こども基本法に基づき、
こども政策を総合的に推進するため、政府全体
のこども施策の基本的な方針や重要事項等を
一元的に定める「こども大綱」を閣議決定しまし
た。こども大綱は、少子化社会対策大綱、子
供・若者育成支援推進大綱、子供の貧困対策
に関する大綱が一元化されており、こども家庭
庁のリーダーシップの下、「こども大綱」に基づ
き、政府全体でこども施策を推進していくことと
なっています。

掲載箇所新旧対照表

資料1-3
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第１部
５　子ども・子育てを
めぐる動き
表　近年の子ども・
子育てをめぐる動き

17

第２部
１　子ども・子育てを
取り巻く環境
（３）将来人口の見
通し

47

第４部
２　教育・保育の需
要量の見込みと確
保方策（提供体制）
（３）私立の教育・保
育施設の老朽化に
対する支援

こどもを安心して育てることができる体制を整備
するため、市内にある老朽化した私立の教育・
保育施設の施設整備について、整備を計画す
る施設には、相談や協議を行いながら、国の交
付金を活用し、その範囲内において支援しま
す。

子どもを安心して育てることができる体制を整備
するため、市内にある老朽化した私立の教育・
保育施設の施設整備について、整備を計画す
る施設には、相談や協議を行いながら、国の交
付金を活用し、その範囲内において支援しま
す。

② 児童数の人口推計
児童数を過去数年の減少率を用いて推計する
と、就学前児童（0～5才）は令和11年では2,043
人となり、令和６年から約20％の減少が予測さ
れます。

② 児童数の人口推計
児童数を過去数年の減少率を用いて推計する
と、就学前児童（0～5歳）は令和11年では2,043
人となり、令和６年から約20％の減少が予測さ
れます。

令和３年度まで市内３か所の保育所及び認定
こども園で実施していましたが、令和４年４月か
ら保育士不足により施設が1か所休止となり延
べ利用人数が減少しましたが、緊急・一時的な
保育を必要とする保護者のニーズに対応し、提
供体制は確保することができました。

令和３年度まで市内３か所の保育所及び認定
こども園で実施していましたが、令和４年４月か
ら保育士不足により　　　1か所休止となったこと
で延べ利用人数は減少したものの、緊急・一時
的な保育を必要とする保護者のニーズに対応
し、提供体制は確保することができました。

８．一時預かり事業 ８．一時預かり事業

33

第２部
２　第二期子ども・子
育て支援事業計画
の評価
（２）地域子ども・子
育て支援事業の需
要量の見込みと確
保方策に係る実績
の評価

表　近年のこども・子育てをめぐる動き 表　近年の子ども・子育てをめぐる動き

令和元年 

（2019年） 

子供の貧困対策に関する大綱（第2

次）改定 

・学力保障、高校中退予防、中退後支援の観点を含む教

育支援体制の整備 

・妊娠・出産期からの切れ目ない支援、困難を抱えた女性へ

の支援 

・生活困窮家庭の親の自立支援 

 

令和５年 

（2023年） 

こども家庭庁の設置 

・こどもが、自立した個人としてひとしく健やかに成長することが

できる社会の実現に向けて、こどもと家庭の福祉の増進・

保健の向上等の支援、こどもの権利利益の擁護を任務と

するこども家庭庁が創設 

こども基本法成立 

・こども施策を社会全体で総合的かつ強力に推進していくため

の包括的な基本法 

・施策に対するこども・子育て当事者等の意見の反映、支援

の総合的・一体的提供の体制整備、関係者相互の有機

的な連携の確保 

こども大綱の閣議決定 

・こども基本法に基づき、こども政策を総合的に推進するた

め、政府全体のこども施策の基本的な方針等 

・少子化社会対策大綱、子供・若者育成支援推進大綱、

子供の貧困に関する大綱の３大綱を一元化 

こども未来戦略の閣議決定 

・若い世代が希望どおり結婚し、希望する誰もがこどもを持

ち、安心して子育てできる社会、こどもたちが笑顔で暮らせ

る社会の実現を目指す 

 

令和５年 

（2023年） 

こども家庭庁の設置 

・こどもが、自立した個人としてひとしく健やかに成長することが

できる社会の実現に向けて、こどもと家庭の福祉の増進・

保健の向上等の支援、こどもの権利利益の擁護を任務と

するこども家庭庁が創設 

こども基本法成立 

・こども施策を社会全体で総合的かつ強力に推進していくため

の包括的な基本法 

・施策に対する子ども・子育て当事者等の意見の反映、支

援の総合的・一体的提供の体制整備、関係者相互の有

機的な連携の確保 

こども大綱の閣議決定 

・こども基本法に基づき、こども政策を総合的に推進するた

め、政府全体のこども施策の基本的な方針等 

・少子化社会対策大綱、子供・若者育成支援推進大綱、

子供の貧困対策に関する大綱の３大綱を一元化 

こども未来戦略の閣議決定 

・若い世代が希望どおり結婚し、希望する誰もがこどもを持

ち、安心して子育てできる社会、こどもたちが笑顔で暮らせ

る社会の実現を目指す 

 

令和元年 

（2019年） 

子供の貧困に関する大綱（第2次）改

定 

・学力保障、高校中退予防、中退後支援の観点を含む教

育支援体制の整備 

・妊娠・出産期からの切れ目ない支援、困難を抱えた女性へ

の支援 

・生活困窮家庭の親の自立支援 

 

（略） （略）

（略） （略）

（略） （略）
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第４部
３　地域子ども・子育
て支援事業の需要
量の見込みと確保
方策　（提供体制）
（４）産後ケア事業
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第４部
３　地域子ども・子育
て支援事業の需要
量の見込みと確保
方策　（提供体制）
（９）児童育成支援

拠点事業

61

第４部
３　地域子ども・子育
て支援事業の需要
量の見込みと確保
方策　（提供体制）
（10）親子関係形成
支援事業
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第４部
３　地域子ども・子育
て支援事業の需要
量の見込みと確保
方策　（提供体制）
（８）子育て世帯訪
問支援事業

対 象 

①保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の保護者及びそれに該当する

おそれのある保護者  

②食事、生活習慣等について不適切な養育状態にある児童等、保護者の養育を支援す

ることが特に必要と認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者  

③若年妊婦等、出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認めら

れる妊婦及びそれに該当するおそれのある妊婦  

④その他、事業の目的に鑑みて、市町村が本事業による支援が必要と認める者（支援を

要するヤングケアラー等を含む。） 

事 業 目 的 

家事・子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる

家庭の居宅を、訪問支援員が訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家

事・子育て等の支援を実施することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを

未然に防ぎます。 

実 施 内 容 ・ 確 保 方 策（提 供 体 制） 

・食事の準備、洗濯、掃除、買い物の代行やサポート等を行います。 

・育児のサポート、保育所等の送迎、宿題の見守り、外出時の補助等を行います。 

・子育て等に関する不安や悩みの相談に乗ります。 

※保健師等の専門職による対応が必要な専門的な内容は除きます。 

・地域の母子保健施策、子育て支援施策等に関する情報を提供します。 

・支援対象者や児童の状況と養育環境を把握し、市町村へ報告します。 

 ７年度 ８年度 ９年度 10年度 11年度 

需要量の見込み 

延べ人数／年 
48 48 48 48 48 

確保方策（提供体制） 

延べ人数／年 
48 48 48 48 48 

 

対 象 

①保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の保護者及びそれに該当する

おそれのある保護者  

②食事、生活習慣等について不適切な養育状態にある児童等、保護者の養育を支援す

ることが特に必要と認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者  

③若年妊婦等、出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認めら

れる妊婦及びそれに該当するおそれのある妊婦  

④その他、事業の目的に鑑みて、   本事業による支援が必要と認められる者（支援を

要するヤングケアラー等を含む。） 

事 業 目 的 

家事・子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる

家庭の居宅を、訪問支援員が訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家

事・子育て等の支援を実施することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを

未然に防ぎます。 

実 施 内 容 ・ 確 保 方 策（提 供 体 制） 

・食事の準備、洗濯、掃除、買い物の代行やサポート等を行います。 

・育児のサポート、保育所等の送迎、宿題の見守り、外出時の補助等を行います。 

・子育て等に関する不安や悩みの相談に乗ります。 

※保健師等の専門職による対応が必要な専門的な内容は除きます。 

・地域の母子保健施策、子育て支援施策等に関する情報を提供します。 

・支援対象者や児童の状況と養育環境など、把握された内容は訪問支援員と市が共有し、さらなる支援に

役立てます。 

 ７年度 ８年度 ９年度 10年度 11年度 

需要量の見込み 

延べ人数／年 
48 48 48 48 48 

確保方策（提供体制） 

延べ人数／年 
48 48 48 48 48 

 

対 象 

➀養育環境に関して課題のある主に学齢期以降の児童及びその保護者 

➁家庭以外の居場所に関して課題のある主に学齢期以降の児童及びその保護者 

③その他、市町村が支援を行うことが適切であると判断した主に学齢期以降の児童及びそ

の保護者 

 

対 象 

➀養育環境に関して課題のある主に学齢期以降の児童及びその保護者 

➁家庭以外の居場所に関して課題のある主に学齢期以降の児童及びその保護者 

③その他、   支援を行うことが適切であると判断される主に学齢期以降の児童及びその

保護者 

 

対 象 

①保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者若しくはそれに

該当するおそれのある児童及び保護者  

②保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童及び保護者若しくはそれに該

当するおそれのある児童及び保護者  

③乳幼児健康診査や乳児家庭全戸訪問事業の実施、学校等関係機関からの情報提

供、その他により市町村が当該支援を必要と認める児童及びその保護者 

 

対 象 

①保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者若しくはそれに

該当するおそれのある児童及び保護者  

②保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童及び保護者若しくはそれに該

当するおそれのある児童及び保護者  

③乳幼児健康診査や乳児家庭全戸訪問事業の実施、学校等関係機関からの情報提

供、その他により   当該支援が必要と認められる児童及びその保護者 

 

実 施 内 容 ・ 確 保 方 策（提 供 体 制） 

・市内の医療機関（１か所）において実施し、助産師による授乳の相談、沐浴などの育児指導や育児の相

談、赤ちゃんの体重測定、母親の身体と心のケア、休息（デイケア型のみ）など、１回の出産につき、デイケ

ア型、訪問型合わせて５回までの利用分を公費負担します  

 

実 施 内 容 ・ 確 保 方 策（提 供 体 制） 

・市内の医療機関（１か所）において実施し、助産師による授乳の相談、沐浴などの育児指導や育児の相

談、赤ちゃんの体重測定、母親の身体と心のケア、休息（デイケア型のみ）など、１回の出産につき、デイケ

ア型、訪問型合わせて５回までの利用分を公費負担します。 
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第４部
11　子どもを地域で
守る取組について
① 子どもの居場所
づくり

78

第４部
11　子どもを地域で
守る取組について
① 子どもの貧困対

策

北海道では、子どもが安心して利用できる場
や、地域全体で子どもを育てる場、交流の場と
なる子どもの居場所づくりを進めています。本
市においても、子どもたちが地域とつながりを持
ち、安心して暮らすことができるよう、地域住民
のほか、学習支援や食事の提供を行う地域の
団体との連携した支援に取り組みます。
また、児童館等を活用した居場所づくりにも取り
組み、児童館等の児童福祉施設の整備ととも
に関係機関との連携を図ります

北海道では、子どもが安心して利用できる場
や、地域全体で子どもを育てる場、交流の場と
なる子どもの居場所づくりを進めています。本
市においても、子どもたちが地域とつながりを持
ち、安心して暮らすことができるよう、地域住民
のほか、学習支援や食事の提供を行う地域の
団体との連携した支援に取り組みます。
また、児童館等を活用した居場所づくりにも取り
組み、児童館等の児童福祉施設の整備ととも
に関係機関との連携を図ります。

本市においては、「こども大綱」及び「こどもの貧
困の解消に向けた対策の推進に関する法律」
の内容を踏まえて、こどもの現在及び将来が生
まれ育った環境によって左右されることがないよ
う、また貧困により、こどもが適切な養育及び教
育並びに医療を受けられないことや多様な体
験の機会を得られないことその他のこどもがそ
の権利利益を害され、社会から孤立することの
ないよう、こどもが健やかで幸せに成長できる社
会を実現できるような環境づくりに努めていくた
めに、国が示す計画に沿って、次の事項に取り
組みます。

本市においては、「こども大綱」及び「こどもの貧
困の解消に向けた対策の推進に関する法律」
の内容を踏まえて、子どもの現在及び将来が生
まれ育った環境によって左右されることがないよ
う、また貧困により、子どもが適切な養育及び教
育並びに医療を受けられないことや多様な体
験の機会を得られないことその他の子どもがそ
の権利利益を害され、社会から孤立することの
ないよう、子どもが健やかで幸せに成長できる
社会を実現できるような環境づくりに努めていく
ために、国が示す計画に沿って、次の事項に
取り組みます。

　（中略） 　（中略）

令和５年４月に施行された「こども基本法」に基
づき、これまで別々に作成・推進されてきた「少
子化社会対策大綱」、「子供・若者育成支援推
進大綱」、「子どもの貧困対策に関する大綱」を
一つに束ね、幅広いこども施策に関する今後５
年程度を見据えた中長期の基本的な方針や重
要事項等を一元的に定めるものとして「こども大
綱」が令和5年12月に閣議決定されました。
　この「こども大綱」を踏まえ、平成26年に施行
された「子どもの貧困対策の推進に関する法
律」の名称が、令和6年6月に「こどもの貧困の
解消に向けた対策の推進に関する法律」に改
められるとともに、目的や基本理念の充実等が
盛り込まれました。

令和５年４月に施行された「こども基本法」に基
づき、これまで別々に作成・推進されてきた「少
子化社会対策大綱」、「子供・若者育成支援推
進大綱」、「子供の貧困対策に関する大綱」を
一つに束ね、幅広いこども施策に関する今後５
年程度を見据えた中長期の基本的な方針や重
要事項等を一元的に定めるものとして「こども大
綱」が令和5年12月に閣議決定されました。
　この「こども大綱」を踏まえ、平成26年に施行
された「子どもの貧困対策の推進に関する法
律」の名称が、令和6年6月に「こどもの貧困の
解消に向けた対策の推進に関する法律」に改
められるとともに、目的や基本理念の充実等が
盛り込まれました。


